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────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さん、おはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ報告いたします。壱岐新聞社ほか２名の方から報道取材のため、

撮影機材等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので御了承願います。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 質問の通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いします。 

 それでは、質問順位に従い、１０番、町田正一議員の登壇をお願いします。 

〔町田 正一議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１０番 町田 正一君）  おはようございます。それでは、質問通告順に一般質問を行い

たいと思います。 

 テレビでも連日報道されているように、今、千葉県は今日で電気がとまってから５日目を迎え

ております。断水、電気がとまると、ここまで市民生活に影響があるのかというぐらいに、これ

またもう、今、便利さになれて、私たち、水道の蛇口をひねったら水道が出るし、スイッチをひ

ねれば電気がつくし、それが日常生活の中で当たり前と思っていますが、今回のような、あの電

信柱とか鉄柱なんか、風速４０メーターに耐えられるような形で全国一律に設置されているそう

ですが、今回、千葉市は台風１５号の影響で、風速５７.６メーターという非常に強風が吹いて、

想定外の事態だというふうに言っていますが、壱岐市でも５０年に１度、２年前に集中豪雨があ

りました。もう今からは、この想定外とかいうような言葉が通用しないような時代になってきて

いると思います。 

 市民生活の安全を守るのは行政の第一の責務なんですが、これ、改めて事前に予防してもなか
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なか評価されません。いざ災害が起こったら、多額の費用をかけて復旧するわけですが、きょう

も、私は一般質問で、実は、私が壱岐市で一番危惧しているのは、数百年に１回の大地震に備え

るとか、高さ二、三十メートルの津波に備えるとか、そんな議論もずっとありましたけれども、

それよりも、今一番、僕が心配しているのは、この集中豪雨による急傾斜地の崩壊対策です。こ

れが、一番、僕は喫緊の課題ではないかともう常日ごろ思っております。特に、壱岐の場合は、

七浦とか八浦とか言われるように、漁業集落の周辺は、その地形的なこともありますし、ほとん

どが後ろが急傾斜地です。壱岐市のハザードマップも私も玄関に張っていますけども、大体漁業

集落はほとんどその周辺が急傾斜地に入っています。 

 それで、きょうは、その急傾斜地の対策について質問したいと思います。もちろん急傾斜地と

は、県の基準に従っておりますし、第一義的には保全、管理、修理する義務等は県が負っている

わけですが、県と市の役割の分担というか、そういうのをまずきちんと確認しておきたいと思い

ます。 

 特に、今、急傾斜地といっても、もう建設から５０年近くたっておりますから、非常に草木が

繁茂しております。コンクリートの劣化もそうですが、こういった草木とかいう雑草とか、そう

いった面の対策も、これも保全という面で、県が全てやるのか、あるいは、市ができるのはどこ

までかというのを、まず明確に答弁していただきたいと思います。 

 それから、２番目に、さっきも言ったように、もう急傾斜地、特に漁業集落の周辺部の急傾斜

地は築５０年とかたっておりまして、コンクリートが非常に劣化しております。特に、木の根が

非常にコンクリートの内部まで入っておって、コンクリート自体がもうだんだん浮き出ているよ

うな状況です。県のほうも、これは把握しております。コンクリートの劣化については、県もそ

れは把握しているんですが、私の地域でも、実は公民館を通じたり、あるいは、瀬戸浦会を通じ

たりして、ここの箇所が非常に危ないと、あるいは壊れかかっておるという形で対策をお願いし

ているんですが、これも数年前から同じことの回答しか来ないんですが、状況は県としても把握

していると。 

 ただし、予算の関係上、なかなか手がつかないという回答がここ数年ずっと続いておるんです

が、現実に見ると、実は私の裏も急傾斜地で、ずっと要望しておったんですが、結局やっていた

だいたのは、後ろの急傾斜地が崩壊してからしか対応はしていただけませんでした。 

 行政というのは、かなりもうそういうところがあるんですが、昨今のこの集中豪雨、壱岐市な

んかも非常に多い、この集中豪雨に対して、これ、早急に手を打っていかないと、一端何かあっ

たときには、もう甚大な被害が発生すると、それが私は一番怖いなと思っています。ぜひ、この

面について、もちろん長崎県は地形的にも非常に県全体では急傾斜地が多いというのはわかって

いますが、これをまず定期的に、やっぱり計画立てていかないと、今年やれとか、来年中にやれ
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とかいうことじゃなくて、例えば、今年はこの箇所をやって、来年はこの箇所をやって、再来年

はこういった形でやるとかいうような、ある程度長期的なビジョンがないと、毎年毎年こうした

要望を出して小さなところを修理していったって、もう擁壁自体が築５０年とかいったら、コン

クリートのひび割れとか、木の根によるコンクリートの劣化とかが非常に進んでおって、なかな

か安心して生活ができないような状況になっておると思っております。 

 それから、３番目に、急傾斜地の指定の基準、今は民家から何メートルで、角度が何度とかい

うような基準がありますけども、急傾斜地の基準の見直しまで含めてそういった対策が必要なん

じゃないかと思っております。 

 それから、４番目は、これ、山川議員が質問されたので、答弁は要りません。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。建設部長。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 

○建設部長（永田秀次郎君）  おはようございます。１０番、町田正一議員の質問にお答えをいた

します。 

 １番目の県と市の役割分担はという御質問でございます。 

 まず、急傾斜地崩壊防止工事の採択基準について御説明を申し上げます。 

 基本的な条件といたしまして、傾斜度が３０度以上ある土地であって、県が施工する急傾斜地

につきましては、斜面の高さが１０メートル以上、保全人家がおおむね１０戸以上が必要となり

まして、その後の維持管理についても県の管理となっております。 

 市が施工する急傾斜地につきましては、斜面の高さが５メートル以上、保全人家がおおむね

５戸以上が必要となり、その後の維持管理は市で行っております。 

 また、県の急傾斜地に対する市の役割といたしましては、県管理の急傾斜地に対する維持管理

の要望等につきまして、市が窓口として受付業務を行い、県へ進達を行っている状況でございま

す。 

 続きまして、２番目の御質問でございますが、議員御質問の急傾斜地は県管理でございますの

で、壱岐振興局道路河川班に確認をいたしましたところ、まず、伐採等の維持管理の要望につい

ては、例年、予算の確保が厳しい状況ではありますが、限られた予算で対応しているということ

でございます。 

 続いて、危険箇所の調査は行っているかとのことでございますが、県管理の急傾斜地につきま

しては、平成２１年度より、施工年度の古い箇所から順に点検を実施しているとのことでござい

まして、平成３０年度までに、全箇所の点検が完了しているとのことでございます。 

 この点検によって、損傷等の状態を把握し、急傾斜地に評価ランクをつけ、優先度の高い箇所
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から、国の補助事業でございます急傾斜防止施設緊急改築事業等により対策を計画的に実施して

いるとのことでございまして、令和元年度においては、勝本町の黒瀬西地区、芦辺町の瀬戸浦東

部地区の２カ所を施工中とのことでございます。 

 市管理の急傾斜地につきましては、平成２９年３月策定の壱岐市公共施設等総合管理計画に基

づきまして、それに付随する計画として、次年度より、急傾斜地維持管理計画──長寿命化計画

とも申しますが計画を策定する予定でございまして、今後は、この計画に基づいて、計画的な調

査、対策を実施してまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、３番目の御質問でございますが、急傾斜地の基準の見直しが必要とのことでござ

いますが、都道府県が急傾斜地崩壊防止工事を行うことができる採択要件につきましては、急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関する法律で定められておりまして、このことからも、市の判断

で基準の見直しというのは厳しい状況にございます。 

 しかし、議員御指摘のとおり、豪雨災害が以前に比べて増加している状況であり、住民の方に

おかれましても、不安を持っておられることと思いますので、この件につきましては、今後、県

と協議を行いながら、採択要件の緩和が可能かどうか、研究を行ってまいりたいというふうに考

えております。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  急傾斜地の対策というのは、かなり、思った以上に多額の予算

が要るんですが、部長、おわかりでしたら、県が、この壱岐市に対してどのくらいのこの急傾斜

地の対策予算をつけているのか、この保全とかですね。それについて、もしおわかりでしたら、

お答え願いたいと思います。 

 それから、もちろん基準の見直しというのは法律によって定められているんで、壱岐市が単独

でということは非常に難しいというのは承知しておりますが、前文で申し上げたとおり、電柱だ

って、今、風速４０メートルに耐えられるような形で鉄塔とか電柱がつくられているんですが、

この前も、台風のように風速５７メートル以上に想定外のことがあったら、それで大変な被害に

なるわけです。国も当然、基準の見直しというのは考えていると思いますが。 

 特に、壱岐においては、まず、一番被害がとうてる、例えば勝本浦だろう、瀬戸浦だろうが、

八幡浦だろうが、芦辺浦だろうが、特に漁業集落の周りは、この築四、五十年のこのコンクリー

ト擁壁で囲まれている状況です。 

 だから、もう何回も言いますけど、コンクリートの劣化が進んでいる状況の中では、やっぱり

計画的に、住民の方もすぐ、全て取り出して、一緒にワッとそれはやってくれとまでは言わない

けれども、まず、きちんと安全な保全対策は、これ、緊急に急がれると思います。 
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 地域でずっと要望を上げていても、要するに予算がないの一点張りで、結構、市のほうは大体、

市に対する要望というのは、今年は予算づけが無理でも、２年後、３年後というのを形で必ず回

答をいただけるんですよ。ところが、県のほうは、これもう何回も同じような要望をしているん

ですが、五、六年続けて要望しておっても、はっきり言えば予算がないの一点張りなんですが、

どのくらい壱岐市に対して県のほうが、こういった擁壁の補修とか、そういった調査とか修理に

どのくらいの予算を使っていっとるのか、もし、おわかりでしたら教えてください。 

○議長（豊坂 敏文君）  建設部長。 

○建設部長（永田秀次郎君）  ただいまの御質問にお答えしますが、大変申しわけございません、

数値的な資料を現在持ち合わせておりませんので、後日改めてお答えさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  今、この点検をずっとしちょって、来年度中には、それぞれの

擁壁の強度も含めて、多分調査が終わるということなんで、県が今やっておって、来年度よりす

る、来年度中にこの強度診断とかいうのが終わって、多分、要するに劣化状況を見て、危険箇所

からずっと、多分計画的に取り組んでいただけると思いますので、ぜひ、建設部長におかれまし

ては、振興局と打ち合わせをしていただいて、特に漁業集落の周りのもう劣化したコンクリート

の状況というのを、ぜひ修理、保全というのをお願いしたいと思います。 

 それから、２番目なんですが、壱岐市が出している公営住宅長寿命化計画、私も昨年度、本当

は２９年度完成の予定の小弍・大久保住宅がそのままになっているのはどういうことかというこ

とで、もう一回、長寿命化計画の再策定をしていただいて、計画では、本年度中に完成というふ

うな形で長寿命化計画を出していただいているんですが、当初予算で測量設計費は計上されてお

りまして、私も安心したんですが、今のところ、測量の調査はしたというのは聞いているんです

が、その後の進捗状況がまだはっきりわかっておりませんので、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  建設部長。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 登壇〕 

○建設部長（永田秀次郎君）  １０番、町田正一議員の質問にお答えをいたします。 

 大久保団地の建てかえ事業につきましては、平成２９年度に見直しを行いました壱岐市公営住

宅等長寿命化計画において、平成３１年から平成３３年度にかけて整備する計画となっておりま

す。 

 本年度は、議員申されますように、測量設計費を計上しておりまして、令和元年５月末に現地

測量、平面測量及び縦横断測量に着手し、８月中旬には、建築設計にも着手をしております。 

 国庫補助事業として、木造平屋建て６棟を令和２年度、３年度において整備し完了したいとい
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うふうに考えております。 

〔建設部長（永田秀次郎君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  質問通告にも出していますけど、木造平屋建て６棟なんで、僕

は、要するに、そろそろ新しい公営住宅のあり方というのも考えてもらいたいと、一つは思って

いるんです。 

 というのは、例えば、今は既にもう、公営住宅の家賃収入よりも公営住宅に対する修理費のほ

うが多額にかかるというような状況なんで、これ、ほかの自治体でも、移住者を受け入れるとき

は、もう既に、戸建て住宅をただで用意して来ていただけると、来て移住を受け入れるとかいう

ような状況になっておるんで、これ、市長の大きな政策転換にもなると思うんですが、壱岐市も、

できたら若い人、僕もその住宅にはできたら若い人とか家族の人が住んでいただけるような形で

拡充していっていただきたいと思うんですが、ぜひ、モデルとして、例えば家賃を１５年から

２０年払ったら、もう私有地というか払い下げにしていただいて、もうその人のものになると。

それで、あとはもう個人の負担で住宅の補修とか、修理とか、そういうのも全部やってもらうと。

今は、もう正直言って、窓ガラスの修理以外は全部公費で住宅の修理等をやっとるような状況な

んですが、それをちょっと市長、考えていただきたいと思うんですが、とりあえず、このモデル

として、この６棟、こっち側がまた潰したら、また新たにまた建てるということになると思いま

すけれども、それについて市長の見解をお聞きしたいと思うんですが。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  住宅につきましては、いわゆる耐用年数、そして国の基準等々ございま

して、特例で、その３分の１の年数がたったとき、４分の１の年数がたったとき云々というのが

ございますけれども、前提として、住宅を建てるときに、今、町田議員が言われたことを文言と

して書き入れるとか、そういったことは厳しいと思っております。 

 ただ、方針的に、そのことを行政の気持ちとして、そのことを申すことは大事だと思っており

ますけども、外に向けて情報発信するというのは非常に厳しいと思っておるところであります。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  じゃ、例えば、市長、今、ほかの、要するに、移住者を受け入

れておる、人口減に苦しんでおる自治体等は、この戸建ての住宅を無償で提供すると、その人の

ものになると、そういうことを、その市にとか町とかに住んだら、ある一定程度の年限が来たら、

その人のものになるというふうな形で、例えば募集しているところも、ほかの自治体もあります。

これは、どういう法律に基づいて、その公営住宅法ではなくて、別の法律とか、市の単独という

形でやっておられるということですか。 
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○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  今言われるように、これは、やっぱり政策として、恐らく単独なり、あ

るいは、もしかしたら起債があるかもしれませんけれども、少なくとも公営住宅法による公営住

宅ではないと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  市も、空き家対策の一環として、例えば、移住者に対して住宅

の補助とかそういったこともやっています。要するに、公営住宅法にのっとったら、非常に厳し

い縛りがあるんですよ。だから、私が考えとるような、２０年たったら、例えばもう修繕費のほ

うが家賃収入よりもはるかに高くなるんじゃなくて、それやったら、市が、例えば起債でやると

か、そういったことは考えられないですか。要するに、人口減少対策とか、若い人を受け入れる

とか、若い家族を受け入れるとか、そういった方向でやってはいけないですか。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

○市長（白川 博一君）  きょうの町田議員の質問は公営住宅による質問、そして、今、そっちに

話が少し広がっておるわけでございますけれども。実は、今、人口減少が日本全国起こっておる

中で、定住人口をふやす、それはパイの奪い合いだという議論もございます。交流人口をふやす

ということ、関係人口をふやす、だから関係人口をふやすんだという、そういった議論もござい

ます。 

 今、町田議員の御質問、それも一つの地域の活性化の議論であります。関係人口をふやす、こ

れも議論であります。さまざまな議論の中で、そのことは考えていきたい。ここで、公営住宅に

限っての件について、定住人口をふやす、そのことの議論については、この場では非常に無理が

あると思っておるところであります。それも議論の一つだと、定住人口をふやす一つの議論だと

いうことは十分理解いたしますが、そういうことを総合的にこの定住人口については考えなきゃ

いけないと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  町田議員。 

○議員（１０番 町田 正一君）  私、質問通告の中で、この入居者に２０年程度で払い下げを認

めると、移住対策としてモデル等に取り組むプランがあってはいいんではないかと。 

 今、市長、そう言われたんですけど、これ、なぜ非常に難しいかというと、要するに、公営住

宅法では、住宅の選考委員会をつくるようになっています。そして、住宅困窮度も調べます。そ

したら、小弍住宅なんかもそうなんですが、どうしても、要するに高齢化されておって、ほかに

行くところがない。とりあえず、その住宅に困っておるとかいう形の人が優先されるもんですか

ら、小弍公民館自体がもうほとんど若い人がいないような状況なんですよ。だから、もう役員の

なり手もいないと、公民館で。 
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 だから、非常に、公営住宅法を盾にとって、それを住宅選考委員会を開かれると、どうしても

若い人とか、そういった家族とかが、どうしても公営住宅に入られないんです。入れないという

のが現実なんですよ。今、ここの住宅は政策的空き家という形で募集していないところもかなり

あるんですけれども。ちょっと、僕は、これを、やっぱり研究してもらいたいと思っています。 

 公営住宅が必要な方が、片一方では非常に、住む家が、今まで借家だったんが、家主さんから

追い出されるとか、もう家主さんから、建てかえるからちょっと出ていってくれとかいうような、

私も事例もありますから、そういう方はもちろん、そういうのが必要なんですが、こういった新

しく建てる場合は、ある程度、若い人たちが定住できるような形の住宅プランというのをぜひ研

究していただきたいと思います。そうせんと、これ、いつまでたっても、要するに、借家住まい

の移住者がずっとおる状況じゃなくて、できたら、１０年、もう２０年ぐらい住んだら、自分の

ものになると、私有地化できるというような目標があれば、そういったあれがあれば、公営住宅

の、自分で家を建てて、銀行から金借りて建てることと、要するに一緒のことになりますから、

まず定住させるというのは、自分の土地があるというのが、僕は、非常なインセンティブになる

と思っています。ぜひ、この面も研究していただきたいと。既に、小弍住宅のほうはもう設計が

８月に終わって、来年中には、平屋建て６棟が建てられるということなんで、これは、地域の人

にとっても、本当にありがたいことだと思っています。 

 あとはもう、選考過程で、できたら画分の、僕は、この住宅、本当はもう住宅のこの選考委員

会のあり方というのも、僕は、ちょっと考えていただきたいと、正直言って思っているんですが、

それも含めて、今後また質問いたします。どちらもやっていただけるということなんで、時間短

いですが、きょうはこれで終わります。どうもありがとうございました。 

〔町田 正一議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって、町田正一議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、３番、植村圭司議員の登壇をお願いします。 

〔植村 圭司議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（３番 植村 圭司君）  おはようございます。３日目の２番目になる植村でございます。

３番、植村圭司が４点、きょうは一般質問させていただきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 まず最初に、タイワンリスの根絶対策ということで質問したいと思います。 

 実は、私、撲滅という言葉を使っていたんですけども、撲滅という言葉よりも根絶のほうがい

いだろうと、これは、後ほど紹介します先生のほうに言われましたもので、ここは訂正させてい

ただきまして、撲滅ではなくて根絶ということで進めていきたいと思っております。 
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 まず、最近なんですけども、よく路上のほうに、車を走っておりましたら、タイワンリスがひ

かれている状況でありますとか、あと、畑の野菜をかじっている被害というのが見受けられます。

本来、タイワンリスといいますのは、木の上を移動しますので、ひだちにおりてこないんですけ

ども、そういった状況にもなってくる状況になってまいりました。 

 ほかには、家の中に入って電気のコードをかみ切っている被害でありますとか、あと、ケーブ

ルテレビのほうですけども、ここ５年間で約２,５００万円、ことしも５００万円の被害があっ

ているというふうに聞いております。 

 こういった形でタイワンリスの被害が拡大している中で、ことしの６月、前回議会ですけども、

久保田議員からも質問がありまして、その際は、専門家の先生を呼んで講習会を開くというふう

なお話でございました。その結果、８月の２７日の日に、この専門家の方が来られまして、国立

研究法人森林総合研究所の安田雅俊博士という方がいらっしゃいまして講演会されました。私の

ほうも参加してまいりまして、その結果をということで、きょう、ちょっとお話ししたいと思っ

ております。 

 この講習会では、タイワンリスの効果的な捕獲方法でありますとか生態についてお話しいただ

きました。そうしますと、ちょっとざっくり言いますと、現在、壱岐島に約１０万頭ぐらいのタ

イワンリスがいるだろうというふうなお話でございまして、１年に２回出産しまして、３回これ

を繰り返すというふうなお話でございました。 

 そうしますと、全部生きるわけじゃなくて、死んだりしますので、年間で約１.４倍、放って

おくと２年間で約２倍にふえるというふうな計算になっているそうです。そうしますと、まずふ

える以上にとらないと減らないと。当たり前の話なんですけども、そういった状況がございます

ので、仮に、ことしで考えますと、１０万頭の４割ですから、４万頭がふえていくという話にな

ります。１頭７００円で計算しますと、今、７００円支給ありますので、２,８００万円必要に

なるというふうになります。とんでもない話だなというふうに思った次第です。 

 とり方としましては、餌には栗がいいということで、その栗に椿の油を塗って仕掛けると効果

が上がるというふうなことでした。こういったお話のほかに、熊本県の宇土半島のほうで封じ込

めに成功しているといったようなお話でございました。 

 これを聞きまして、先生は、壱岐のほうでも、現状であってもタイワンリスを根絶できるとい

うことで、可能性はあり得るというふうなことでお話をしてありまして、ただし、根絶か、タイ

ワンリスの共生化というのは地元の住民で決めてくれと、壱岐の人たちで決めてくださいという

ふうなお話で結んでありました。 

 私としましては、できるんであれば、といいますか、可能であれば、タイワンリス根絶に向け

て活動をしたほうがいいいだろうと、やるんであれば早いほうがいいだろうと思いまして、今回、
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御提案をさせていただこうと思っております。 

 タイワンリス根絶に向けまして、先生のほうから提案もありまして、それで、具体的な行動計

画としまして、駆除計画の策定、もしくは、捕獲専従チームをつくるでありますとか、捕獲料の

支払い回数も今、年２回ということでございましたので、もう少しふやしたほうがいいんじゃな

いかというふうに思いました。 

 これら勘案しまして、私としては、今後、根絶に向けて、市として抜本的な大きい対策を打っ

たほうがいいと思っておりまして、市としまして、今後どのようなことを考えていらっしゃるの

かということをお伺いしたいと思っております。 

 これから、来年度予算の編成に入っていくと思われますので、その前に方針のほうをきょうお

伺いしておきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  ３番、植村議員のタイワンリス根絶の徹底について、来年度以

降の対策の方針をどのようにお考えかというところでの御質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃったとおり、去る８月２７日から２９日の３日間にかけまして、森林総合研究

所の安田雅俊博士においでいただき、壱岐の現状について調査・考察をしていただいたところで

ございます。 

 その中で、２７日には、市民の皆様を対象とした講習会を開催し、約９０名の方が参加されま

して、活発な御意見をいただきながら、大変有意義な講習会となり、タイワンリスに対する市民

皆様の関心の高さが伺い知れたところでございます。 

 また、２８日には、郷ノ浦町大原触、芦辺町中野郷東触、勝本町上場触の３地区に現地調査に

入っていただき、捕獲器の設置状況、タイワンリスの生息状況、森林被害の状況につきまして調

査をしていただいたところでございます。 

 さて、講習会の折にもお話がありましたが、リスは放置すると、自然に４割ふえ、２年で倍に

なるということでございます。捕獲数が、昨年度は１万６,３００匹、今年も半年で１万匹を超

えている状況の中で、生息数もふえているのではないかとのことでございました。 

 安田博士のお考えは、ふえる以上にとる以外に減らす手だてはないということでございます。

当たり前ともとれる考えではございますが、これが、今後、壱岐市内で行っていくべき方策であ

ると考えているところでございます。 

 現在、タイワンリス被害への対応につきましては、市や県、ＪＡや猟友会など関係団体で構成

をされます壱岐地域鳥獣被害防止対策協議会におきまして、対策の検討、実施を行っております。 

 今後も関係者が一体となって、全島的な取り組みとして進めてまいります。とりわけ、リスの
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捕獲につきましては、市民皆様の協力なくしては進めていくことはできません。捕獲料の支払い

回数に関することなど、現在の対策について改善すべきところは対応してまいりますので、今後

とも御協力をお願いしたいと思っております。 

 その上での具体的な方策でございますが、植村議員の御指摘のとおり、また、安田博士にも御

意見を伺いましたが、来年度に向けまして、具体的な駆除計画を策定し、その駆除計画に沿った

実施部隊であります捕獲専従員の配置を検討してまいりたいと考えております。この専従員を配

置する体制の中で、市民皆様からの捕獲の依頼、要望にもお応えすることができるような体制を

整えたいと考えております。 

 また、捕獲専従員の配置に加えまして、効果的なわなの導入につきましても、安田博士が取り

組まれている最新の研究なども踏まえながら、壱岐での実証実験なども行い、導入の検討を進め

ていきたいと考えております。 

 安田博士には、今後も継続して、壱岐の現場を見ていただきながら、効果的に、そして着実に

根絶へ向かうよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 このタイワンリスにつきましては、すぐに根絶というわけにはいかないと考えております。地

道に、着実に、ふえるよりも多くとるということを進めていくところでございまして、具体的な

取り組みにつきましては、市民皆様へも逐一情報をお知らせしながら進めてまいりますので、御

協力いただけますようお願いをいたします。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  具体的な話が出てまいりましたので、私もその方向でやっていっ

ていただきたいと思います。 

 まず、駆除計画の策定、これも先生のおっしゃるには、やっぱり面的に地域を区切ってやると

か、川とか田んぼ、畑等の森林ないところで切っていくといった方法があるみたいですので、そ

ういったことも考慮していただきたいと思っております。 

 それと、専従チームなんですけども、これは私もちょっと考えたんですが、例えば、地域おこ

し協力隊の方を招聘して参加していただくとかいうこともあり得るんじゃないかと。予算もない

ところでございますから、そういった工夫も要るんじゃないかというふうに思っております。 

 さらに、探しましたら、環境省のほうで事業がありまして、環境省生物多様性保全推進支援事

業というのが従来からあっているようでございます。こういった国の事業も活用しながら、県な

どとも相談して進めていっていただきたいと思っております。 

 それと、啓蒙活動としまして、逐一御紹介いただけるというふうなお話でございましたので、

非常にいいことだと思っておりまして、この啓蒙活動の中に、この前参加してわかったんですけ
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ども、わなをかけに行ったときに、私有地に入らないでほしいとおっしゃる方がいらっしゃった

という話を聞きました。その気持ちはわからないでもないんですけども、わなをかけに行ったと

きに、一般の方の森林に勝手に入るという行為になってきた場合に、ある程度の寛容性といいま

すか、これはリスをとるためだといった意味も込めたことを理解していただくための周知活動も

要るのかなと。そうしますと、ある程度のリスをとったときの発信としてのニュース性のあるよ

うな、価値のあるニュースを市から発信していただきたいというふうなことも考えております。 

 ですから、被害状況でありますとか、駆除の必要性、または、駆除の進展ぐあい、こういった

ものを住民に教えていただければ、ある程度理解が深まるのではないかというふうに思います。 

 さらに、私が考えた案ですけども、例えば個人でやるとやりにくいと。死んだ、死骸になりま

すので、持ち込みが大変になってくる場合は、ある程度グループでやる方もいらっしゃるかもし

れませんから、任意の団体への支援でありますとか、公民館単位の取り組み、もしくは、まちづ

くり協議会とかの取り組みがしやすくなるような何かの方策を考えてもいいんじゃないかという

ふうに思いました。 

 あと、わなの貸し出しなんですけども、現在貸し出しはされていないということで、２,０００円

で購入というふうに聞いております。その２,０００円の購入も、結構わなを仕掛ける負担にな

っているんじゃないかというふうに思いまして、例えば、わなを貸し出すときに、例えば

１,０００円で補償金を取って、返却があったら返しをするといったようなシステム、何かしら

のその、貸しっ放しではなくて、お金が発生する貸し出しの方法というのがあれば、管理がしや

すくなるんではないかというふうにも思いましたので、そういった工夫が要るんじゃないかとい

うふうに思いました。 

 最終的に、島民のタイワンリスを根絶するという意思を確認と、あと情報発信を込めて、タイ

ワンリス根絶宣言ということを出すというような方法をすれば、島外・内、両方ともに意識が高

まるんじゃないかと思っておりますけども、そういったこともあり得るかどうか、ちょっと白川

市長のほうに御答弁いただけると助かるんですけれども。根絶宣言ですね。 

○議長（豊坂 敏文君）  農林水産部長。 

○農林水産部長（谷口  実君）  ただいま、いろいろと御提案をいただきましてありがとうござ

います。 

 今おっしゃった内容につきまして、今度の駆除計画の中でそれぞれ考えていきたいと思います

し、その意識を高める意味で、根絶宣言をしたらよくないかということでございますけども、そ

こは、意識を高めるためにはどうしたらいいかといったところも含めまして、今後考えさせてい

ただきたいと思っておりますので、今回このような形で答弁させていただきます。 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 
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○市長（白川 博一君）  ただいま、タイワンリスの根絶宣言をしたらどうかということでござい

ます。 

 根絶宣言、私は、ひとつ今回の講習もございました。そして、今、植村議員の御提案もござい

ました。そういった中で、いわゆる専門チームをつくる、あるいは、ある一定の根絶に向けての

体制が整った時点で、その根絶宣言、ぜひやりたいなと思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  市長の力強いお言葉ありがとうございます。 

 今後、計画つくる中で、ぜひとも、根絶に向けて進めていただけるようにお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、次の話に移りたいと思います。次は、入札制度改革についてでございます。 

 入札制度につきましては、これは公共事業の税金を使う事業ということですので、競争性であ

りますとか、透明性、経済性が確保されなければなりません。その一方で、工事をするというこ

との質の確保、それと、技術と経営に優れた健全な建設業者等の育成が必要かと思っております。

今回の質問は、現在の入札制度が、壱岐市に合った適切な入札制度かどうかということを確認し

たいと思っております。 

 昨年、長崎県警から改善の指摘がありました入札制度でございますが、今年の４月から、入札

契約制度が改定されまして、現在は、国等で実績のあります中央公契連モデルということで、国

の方法を準用しているといったような方法かと思います。この方法が４月から始まりまして、も

うすぐで半年がたとうとしております。この新制度でのメリットとデメリットがそろそろわかっ

てきたんではないかと考えておりまして、壱岐市の入札情報システムを見ますと、今年度、既に

３００件以上の入札があっているように見受けられます。また、島内紙の紙面上の入札結果を見

ますと、最近の落札率が８６から８８％前後の数値が目立っているのかなというふうに思ってお

ります。 

 建設業界の一部の方から指摘がありまして、最低制限価格につきましては、以前が９０から

９１％だったものが、今は、先ほど申しました８６から８８％というふうに下がっておるという

ことで、実質的に約３％以上が、最低制限価格、下がったんじゃないかというふうに指摘をされ

ております。県のほうを見ますと、県は、工事請負契約の最低制限価格を９０から９２％という

ふうに、今月９日から改正いたしました。土木工事だけじゃなくて、コンサルのほうもそうなん

ですけども、コンサル業界の方からは、今度は、入札参加業者数がふえたということで、むしろ

多いんじゃないかというふうなお話を聞きました。そういった変化があっているんじゃないかと

いうことで、今回、質問させていただいております。 

 そこで、まず、質問１番目としまして、今回の入札制度改革で大きくかわったことは何なのか。
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２番目に、工事請負契約の落札率は、改定前後でどの程度変化したのか。３番目に、工事請負契

約の最低制限価格は、改定前後でどの程度変化したのか。４番目に、県の最低制限価格改正をど

のように受けとめているのか。５番目に、これはコンサルなんですけども、コンサル契約の入札

応募数は、改定前後でどの程度かわったのか。それと、６番目としまして、コンサルの入札結果

といいますのが、電子入札になっていないということで公表されていないようでございます。こ

れを公表できるように改善していただきたいと思っておりまして、改善する意向があるのかをお

伺いいたします。 

 私は、今の国の方法に従った方法ですと、最低制限価格が７５％から９２％の範囲に収まるよ

うになっております。県のほうは９０％から９２％になっておりまして、国の方法よりも県の方

法のほうが、壱岐市の実状に合っているんじゃないかというふうに思っておりまして、そのへん

の観点からも御答弁いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  眞鍋副市長。 

〔副市長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕 

○副市長（眞鍋 陽晃君）  ３番、植村議員の入札制度改革についての御質問でございます。本年

４月からの本市入札制度の改定に当たりましては、本制度の施行前に御説明をさせていただきま

したが、昨年、入札制度の見直しについて厳しい御意見がありました。一般競争入札の原則、予

定価格の事前公表、固定型最低制限価格の導入、１者入札の原則取りやめの４点を主として改定

を行っております。制度改定から現在までの入札を通してかわった点といたしましては、最低の

価格をもって応札した業者が複数となる状況が多く、くじ引きによる落札者の決定がふえている

というところで、これにつきましては予定価格の事前公表によるものと考えられ、予定価格から

最低制限価格を類推し応募する業者が増加したためと考えております。 

 次に、工事請負契約の落札率は改定前後でどの程度変化したかについてでございますが、契約

班で実施をいたしました入札でございますが、３０年度の工事の落札率は９７％、コンサル関係

の落札率は９０％でございました。また、改定後の４月から７月に行いました一般競争入札によ

る工事の落札率は９５％、コンサルタント関係の落札率が約９６％と、昨年度と単純に比較しま

すと、工事の落札率が、現在のところ若干低く、コンサルタント関係が高く推移をしているとこ

ろでございます。 

 次に、工事請負契約の最低制限価格は、改定前後でどの程度変化したかについてでございます

が、平成３０年度の最低制限価格による落札は、５１２件中３６件でございました。本年度は、

７月までで２５７件中１４２件と大幅にふえています。 

 次に、県の最低制限価格改定を、どのように受けとめているかについてでございますが、冒頭

に申しましたとおり、本市では、県に先駆けて中央公共工事契約制度運用協議会モデル、いわゆ
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る、中央公契連モデルでございますが、それによりまして、最低制限価格の設定７５％から

９２％の範囲の導入をいたしました。ただいま申しました中央公契連モデルは、国土交通省及び

その他国の各省庁などで構成する中央公共工事契約制度運用協議会において、毎年、必要に応じ

て最低制限価格の基準となるモデル等の見直しが審議をされまして、決定した内容が各自治体へ

通知されることで、その運用方法を決定する際の標準的な基準として示されております。今年

３月に改定が行われましたが、その見直しは工事の手抜き等を招き、その品質が低下されるのを

懸念されるほか、下請け業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪

化、安全対策の不徹底につながり、引いては、建設業の若年入職者の減少の原因となるなど、建

設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害することなど、ダンピン

グ受注等の防止に向けた措置と認識をいたしております。今回の県の改定は、今まで、県独自の

最低制限価格で行っていたものを本市と同様に、中央公契連モデルが準用されておりますが、そ

の大前提となります最低制限価格の率の範囲の設定におきまして、議員から御質問がありました

ように、その下限をモデルの７５％ではなく、改正前の県独自の最低制限価格であります９０％

とし、上限のみを中央公契連モデルに合わせて９２％に引き上げられております。県が国と異な

る設定を行っている理由につきましては、確認はいたしましたが、詳細についての情報は得てお

りません。 

 先ほど申しましたとおり、中央公契連モデルは標準的基準として国から示された算定方式であ

りまして、その運用につきましては、各自治体の実状に合わせて設定をするところと考えており

ます。よって、県の制度について、まだ詳細をつかんでおりませんので申し上げられませんが、

本市といたしましては、この４月から改定をいたしました内容により、透明性、競争性、公平性、

経済性の確保に、引き続き、努めてまいりたいと考えております。 

 次に、コンサル契約の入札応募数は、市の改定前後でどの程度かわったかについてでございま

すが、昨年までの入札は、主に指名競争入札で、参加業者を本市が指名をしておりましたので

５社程度でございました。本年度からは、一般競争入札で行っておりまして、本市の入札参加資

格者名簿に登録されている業者が希望をして参加をされております。よって、比較する内容が違

いますので明確な回答はできませんが、単純に業者数はどうかわったかと言われますと、当然、

増加しております。しかし、これは、広く参加を求めることで機会均等が図られ、公平性、競争

性が保たれていることにつながっていると考えております。 

 次に、コンサル入札結果が未公表のままですが、改善する意向はあるのかについてでございま

す。工事と違い、現在のところ、コンサルタント関係の入札は全て紙による入札で行っておりま

すので、公表につきましては、現段階では、財政課、もしくは、それぞれの事業所管課で閲覧に

よるところで行っておりますが、今後、コンサルタント関係の入札につきましても、建設工事と



- 187 - 

同様に、電子入札の導入を行い、閲覧が可能となるよう整備を進めているところでございます。 

 次に、壱岐市にあった適切な入札制度は、国に従うより県の制度に対応したほうがより実状に

沿うと考えますが、市の見解はということでございました。質問の内容に入っておりました。先

ほども申し上げましたとおり、県が国と異なる設定を行っている理由につきまして確認はいたし

ましたが、詳細についての情報を得ておりません。今後、県の詳細な情報を得て、研究、検討し

たいと考えております。 

 以上で、答弁を終わります。 

〔副市長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  御答弁いただきました。答弁のとおり、ことしの４月から大きく

かわっているということで、入札の結果もかわってきていると考えていいと思っております。中

に、まだ確認していないという点もございましたので、順番に、私のほうでも意見を述べたいと

思っております。 

 まず、一番最初のくじ引きがふえたという件です。これは、当然の結果だと思っております。

この国の方法によりますと、７５％から９２％の範囲で最低落札価格、決まってくるんですけど

も、傾向として、大きい物件は９０％を超えてくると。安い物件は、もう８０、７０の域に入っ

ていくと。理論的には、７５より下回ってくる場合もあるけども、下回った場合は７５でとめる

といった制度でございます。 

 上は上で９２を超える場合もありますけども、９２を超えるものは９２にするといった制度で、

７５から９２の範囲で最低制限価格の率がかわっているというのが国の制度でございます。これ

でいきますと、壱岐市もこれを採用しておりますから、理論的には８０台の前半とか７０台で計

算がされるということも起こりうるわけでございまして、去年、９０％前後で推移していた落札

最低制限が下がる可能性があるというのはわかると思います。国に比べて事業が小さいので、小

さい事業が多いですから９０よりも下回る数値になるということは想定できていたんじゃないか

というふうに思っております。 

 その中で、くじ引きがふえているといったものは制限付の一般入札ですから、多くの業者が競

争でなるべく取ろうとしてまいりますので、最低制限価格に近づいてくる札を入れてくるという

ことで、そういった業者、数がふえてくれば、もう、最低制限価格で札上げをすると、複数、業

者が集まってくるということですので、当然ながらくじ引きになります。ですから、くじ引きを

する件数がふえてくるということになりまして、業者のほうもくじでしか仕事がもらえないとい

った状況になっていくということです。それで、くじについては、能力がある、ない。いっぱい

業者がありますけども、結局、くじ引きによる選定ということですので、運がよければくじ引き
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は当選するとなりまして、逆に、運が悪ければ外れてしまって連続するといったことになります

ので、そういった傾向になりやすいシステムだということを御指摘したいと思っております。 

 それで、どの程度変化したかの話なんですが、落札率の改定前後については９７から９５とい

うことで、若干下がっているといったことでございました。これは、かわったことにより低下と

いうことで、いい傾向じゃないかというふうに思っております。 

 ３番目の最低制限価格の改定前後の変化については件数で御指摘がありまして、３６件から

１４２件になったということで、これも、今回の変化、改正によったものでありまして、最低制

限価格の変化といいますが、今回、件数だったんですけども、私の実感としまして、データを見

たわけなんですけども、データも全部見たわけではございませんが、ことしの４月前、ことし

１月から３月ぐらいの落札最低制限価格についてはおおむね９０％前後、９０から９１ぐらいだ

ったんじゃないかなというふうに思ってまして、それが、５月過ぎたぐらいから８５から８６％

ぐらいを、から８７ぐらいが続くといったような、目立ってくるといったような傾向がありまし

て、やっぱり、３％ぐらいの開きがあったんじゃないかというふうに、これ、私の印象です。新

聞等のデータから見た印象として思いました。 

 それと、県の最低制限価格との受けとめなんですけども、まだ詳しいことを聞いていないとい

うふうなことでございました。私も、県の担当者の方に電話して、ここの９０から９２にかわっ

たことに対するコメントと言いますか。なぜ、こういうことになったんですかというふうにお話

聞いたんですけども、国の制度に合わせて、やっぱり、中央公契連モデルを採用するといったこ

とは指摘がありました。それと、９０という数字につきましては、その担当者の言わっしゃった

のは、長崎県内の実状ということで、県内には、やっぱり、中小企業が多いと。体力がある会社

もあまりないということでしたので、中小企業のことを考慮して９０というふうに設定をしまし

たというふうに、私のほうにはお答えいただきました。これ、確認をされてないということでし

たので、このへんをもう少し県のほうと連絡、情報収集しまして、研究していただきまして、な

るべく壱岐の実状というのを研究していただいて改善して、改善というか、改正といいますか、

考え方を整理していただきたいというふうに思っております。 

 それと、コンサルのほうの話ですけども、コンサルは入札応募数が、これ、比較にならないと

いうことだったんですけども、明らかにふえておりまして、といいますのが、私もちょっと電話

で、これは確認したんですけども、最大で今２５件が入ってくる案件型というふうに聞いており

ます。最大で２５件。２０件ぐらいの件数が入ってくるのも結構あるということで、これに伴っ

て業務量がふえているんだろうとうふうに考えておりまして、きのうの総務部長の答弁にありま

した残業の時間です。１人当たりの平均時間数が、２番目に財政が多かったということだったと

思いましたけども、財政課の残業数多いのは、そのへん関係しているんじゃないかというふうに
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推測しました。ですから、昨年まであったコンサルの入札件数が、ことしは異常にふえているん

じゃないかというふうに想像しております。そのことによって、今度は、この業者のほうが、私、

島内外あるんですけども、２０件以上超えてくると、やっぱり、抽選みたいものになってくるの

で、ほぼ取れないということになるので、これはちょっと、今後、参入しにくいなというふうな

こともおっしゃっていました。 

 ですから、幅広く集めているのはいいんですけども、そのことによって、良質な業者のほうが

辞退していく可能性が高いなというふうに思いました。ですから、ここの制限法、制限のかけ方

を、ある程度考えていって、もう少し絞り込んだほうがいいんじゃないかいうふうにと思います。

例えば、壱岐にとってメリットがあるように、壱岐の中の、まず業者、第一優先としまして、壱

岐島外となる場合は、長崎県内に本社があるだけとか、長崎県内に支店とか営業所があっても福

岡とか東京都から入ってきますから、長崎県内の場合は本店に限るというふうにするとか、そう

いった工夫があればいいじゃないかというふうに思いましたが、これは私の私見です。それは、

いろいろ研究する余地があると思っております。 

 それと、結果が未公表の件なんですけども、これ、私もいろいろと探しまして、島原市さんだ

ったかがＰＤＦで結果を出してました。ですから、手入札で、今、電子ではありませんから、そ

のへんはＰＤＦのほうで公表できるんじゃないかと思っております。 

 以上までで、何かあればいただけますでしょうか。 

○議長（豊坂 敏文君）  眞鍋副市長。 

○副市長（眞鍋 陽晃君）  再質問でございますけれども、先ほど申上げましたとおり、県の情報、

確認はいたしましたけれども詳細をつかんでいないということであります。その詳細について確

認をいたしまして、検討を進めて、そして、今後の対応について活かしていきたいと思っており

ます。 

 それから、コンサルの件でございますけれども、これは、やはり、一般競争入札という、そう

いう方針を市が打ち出してやった結果、当然、これは応募者も県に指名を出しておられますので、

その中から、やはり、皆さん方に応札をしていただいて、そして、競争をしていただく。そして、

また、これがより透明性のある入札じゃないかというふうに考えております。 

 特に、議員も１０日の質疑の中で、今後の財政について御質問いただきました。議員おっしゃ

るとおり、地方公共団体の調達につきましては、その財源を市民皆様の税金等によって賄われて

おるところでございます。安価で、よりよいものを調達をしなければなりません。そのために、

地方公共団体が発注を行う場合には、最も競争性、透明性、公平性、経済性などに優れた一般競

争入札を原則として、法律の定めるところや国の通達、指針に基づきまして、その時々の情勢、

環境に応じ、制度の構築を本市では図っておりますが、その大きな転機が、昨年、厳しい御意見
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があったことからと考えております。 

 今後におきましては、本市が発注する建設工事については、入札及び契約手続等の更なる透明

性を確保するために、また、公正な競争を促進することを目的に、第３者機関であります入札監

視委員会の設置も視野に研究を行っておるところでございまして、今後、検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  検討よろしくお願いします。競争性、おっしゃるとおりです。私

も、そう思います。ここは十分確保していただきまして、競争性、透明性、経済性。これは、も

う、税金を扱うことですから、絶対重視していただきたいと思っております。ただし、やっぱり、

島内産業の育成、これもいくと思うんです。過度な低入札にならないように、なるべく壱岐の島

の経済のことも考えていただきまして、そこも留意していただきまして、競争性、透明性、経済

性、全てが納得いくように検討していただきたいと思います。 

○議長（豊坂 敏文君）  答弁、要りますか。 

○議員（３番 植村 圭司君）  答弁、言ってもいい。 

○議長（豊坂 敏文君）  要りますか。はい。副市長。 

○副市長（眞鍋 陽晃君）  市内業者の優先については、皆様御承知のとおり、ランク付をしてい

るところでござまして、そういうことを踏まえて、今、進めているということを御認識をいただ

きたいというふうに思っております。 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  次にまいります。幼保無償化ということで、幼児保育と教育の無

償化ということで御質問させていただきます。 

 今度の１０月から、消費税増税に合わせまして、幼保無償化が実施されますけども、この前、

８月の中旬ぐらいに、一般の方々を対象に説明会がありました。その中で、職員の方が一生懸命

説明されてありまして、私も参加させていただきまして、よく理解がしたところと、してないと

ころがありまして、実は、まず、冒頭から、満３歳以上で２号認定以外の者が１号認定というふ

うな説明がありまして、私もわかりにくいなと思ったものですから、このあとに、参加された御

夫婦さんに聞いたら、うちの子は何号認定だっけとか、結局、うちは無償化なのかなといったお

話がありましたので、最終的には、幼稚園や保育所を通じて質問を伺いますという話でした。こ

こで、その話もありましたので、改めまして、今回の無償化につきまして市のほうの対応といい

ますのが、十分であるか確認したいと思っております。 

 例えば、給食の副食代の徴収方法でありますとか、滞納時の対応。そして、慢性化している職
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員不足の対応。こういったものをどういうふうに考えているか。また、予算のほうですけども、

ことしは国ですけども、来年以降は、市のほうで全額となっております。このことをどういうふ

うに考えているかお伺いいたします。 

○議長（豊坂 敏文君）  答弁、どうぞ。市民部長。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 登壇〕 

○市民部長（石尾 正彦君）  ３番、植村議員の幼児保育無償化についての御質問にお答えをいた

します。 

 御質問のとおり、１０月から幼児教育、保育の無償化制度が開始されます。本制度は、満３歳

の誕生日に達した日以後の最初の４月１日を迎えた子供から小学校就学前までの子供の幼稚園授

業料及び保育料。また、市民税非課税世帯に属する３歳未満時の保育料が無料となるものでござ

います。食材料費、行事費等はこれまでどおり保護者の負担となりますが、年間世帯収入が

３６０万円未満の世帯に属する子供及び第３子以降の子供については保育所及び認定こども園で

の副食費、おかず代、おやつ代等でございますけれども、が免除されるものでございます。 

 御質問の１点目、新制度を迎えるに当たっての準備状況につきましては、まず、制度の周知を

図るため、先ほど議員もおっしゃられましたとおり、７月９日に壱岐の島ホール、中ホールにお

いて、小規模保育施設などの設置者をはじめ幼稚園、保育所などの関係職員を対象に制度の説明

会を開催いたしました。さらに、８月１９日から２２日までの４日間、各町ごとに保護者向け説

明会を開催いたしたところでございます。その後、市民皆様からの問い合わせに対しましては、

各施設や担当課において対応いたしまして、制度の周知と御理解に努めているところでございま

す。また、子ども・子育て支援システムの開始を進めるとともに、教育委員会や各施設と連携し、

円滑な新制度への移行に努めているところでございます。なお、幼稚園授業料及び保育料につき

ましては、例年９月中に、世帯の前年の所得に応じまして、９月から３月分までの料金の見直し

作業を行いますが、本年度に限りまして、無償化対象児童につきましては９月分のみの見直し作

業を行い、１０月からの無償化後の料金等については、１０月中に再度、通知を行う予定といた

しております。 

 ２点目の主食代と副食代の徴収方法や滞納時の対応についてでございますが、先ほども申しま

したとおり、年間世帯収入が３６０万円以上の世帯に属する子供については、主食費並びに副食

費を御負担いただくこととなっております。公立保育所等におきましては、現在、主食は持参し

ていただいておりますので、１０月以降も今までどおり主食については御持参いただき、副食費

につきましては、これまで保育料に含めて納付いただいておりましたが、保育料が無償となりま

すので、１０月以降は副食費として市へ納付いただくこととなります。副食費の額につきまして

は、おやつ代を含む食材料費から計算いたしまして、１人当たり月額４,５００円といたしてお
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ります。私立の副食費等につきましては、それぞれの施設があらかじめ保護者に十分な説明を行

った上で、それぞれの施設で金額を決定し徴収することとなります。副食費の滞納が発生した場

合、公立におきましては、現行どおり、市で徴収を行います。私立につきましては、市に対し徴

収に関する相談があった場合は、納付については保護者と施設間の調整を行うこととなります。 

 ３点目の想定される職員不足への対応につきましては、現状におきましても、有資格者の職員

が不足傾向にありまして、随時、職員の確保に努力しているところではございますが、今後、無

償化に伴う幼児教育、保育のニーズの変動などを見極めながら必要職員の確保に努めてまいりた

いと考えております。また、長期的には認定こども園の設置と合わせまして、公立の幼児教育、

保育施設の統廃合や民営化も考慮しつつ、市民の皆様の御意見を伺いながら人材の確保を図ると

ともに、幼児教育の質の向上と利用の確保を目指してまいります。 

 最後に財源についてですが、議員御存じのように、私立も公立施設も本年度分については国の

子育てのための施設等利用給付交付金で措置されますが、来年度以降は、私立については、本年

同様、交付金で措置され、公立施設分につきましては、交付税措置があるものと聞き及んでいる

ところでございます。 

 以上でございます。 

〔市民部長（石尾 正彦君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  植村議員。 

○議員（３番 植村 圭司君）  １０月からの対応ということでお話をいただきました。滞納時等、

ちゃんとできるということで安心をいたしました。きょう、このテレビ見てらっしゃる方も整理

して理解されたと思います。滞りないように、今後もやっていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。 

 もう、ここで時間になりましたので、私はここで一般質問を終わります。どうもありがとうご

ざいました。 

〔植村 圭司議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって、植村圭司議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩といたします。再開を１１時３５分といたします。 

午前11時20分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時35分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けますが、ここで永田建設部長より発言の申し出があっておりますので、これを
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許します。永田建設部長。 

○建設部長（永田秀次郎君）  先ほどの１０番、町田正一議員の一般質問において、急傾斜の防災

対策について、県の予算はという御質問に対して答弁漏れがございましたので、確認できました

のでお答えをさせていただきます。 

 本年度の急傾斜関係の壱岐振興局管内の予算は、国の補助事業で勝本の黒瀬西地区と芦辺町の

瀬戸浦東部の２地区で５,９５０万円、県単独事業で急傾斜地の間詰コンクリート等の施工費で

３,４００万円、それから維持管理費で１４０万円、合わせまして９,３５０万円を確保している

とのことでございました。 

 以上です。 

○議長（豊坂 敏文君）  次に、７番、音嶋正吾議員の登壇をお願いします。 

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  通告に従いまして７番、音嶋正吾が一般質問をいたします。 

 私で本議会１１名の議員諸氏が一般質問をいたしました。最後の一人、私が行います。皆さん

もお疲れでしょうから、昨日の赤木貴尚議員の質問みたいに、私もなるべく答弁を求めない形で

政策提言をしたいと考えております。 

 なぜかといいますと、有人国境離島が抱える社会問題点ということでありまして、一朝一夕に

解決できる問題ではございません。ですから、一歩踏み出しましょうということで、白川市長に

ボールを投げてみたい、そのような気持ちで一般質問をいたします。 

 一般質問とは何なのかということを改めて考えてみました。行政全般にわたり、議員主導によ

る政策議論であるというふうなことが広辞苑に書いてあります。私もその趣旨に沿って、ならば

今申し上げましたように政策提言をしていいんだなという思いがございますので、早速質問にか

かりたいと思います。 

 今、地方を取り巻く状況はどこも同様ではございますが、高齢化の波、少子高齢化により生産

年齢の人口減により離島並びにその過疎地域の土地が非常に荒廃をいたしております。農地は荒

廃田がふえ、そして一般の宅地は空き家になり、閑散たる状況にございます。 

 そしてまた、壱岐市においても同様に過疎化が進んでおります。まず農地の状況におきまして

は、２９年度農業委員会からの農地の現在の耕地面積並びに遊休地のデータをいただいておりま

す。 

 壱岐市では、耕地面積いわゆる農地の面積が３,９６６ヘクタールございます。そのうち耕作

されておる土地が３,４０４ヘクタール、２号遊休地といいまして耕作しておる土地よりか１年

ぐらい放棄しておったためにいわゆる荒れている土地、これ２号と申します。そして１年以上耕

作しておらず、今後も耕作見込みがない２号遊休地というのがございます。 
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 これが、２号遊休地で１９０ヘクタール、１号遊休地で２２６ヘクタール、そして極端にもう

荒れてるＢ分類荒廃地といいまして、これが約１４６ヘクタールございます。これは、平成

２９年度のデータでございます。後ほど農林部長さんのほうから報告があろうかと思いますが、

極端に改善されておることはないだろうと思いますが、壱岐市にはこれぐらいの土地がございま

す。 

 そしてかつ、やはり経済が停滞し、そして生産年齢人口が減少する、そしてまた農業離れが加

速をいたしますと、そして経済も困窮をしておる中で固定資産税の算定根拠であります基準財政

需要額が年々減額をしていくということ予測をされます。 

 それで、この結果も税務課のほうに問い合わせてみました。壱岐市の現在土地の課税標準額が

どれくらいあるのかと。これ当然公共用地はかかりませんので、それをのけた課税標準額、固定

資産税をかけるもととなるものであります。これが１５１億９,６９６万１,０００円、ならばこ

れがいわゆる実勢価格というのは約、これに３０％を乗じた金額ぐらいになろうかと思います。 

 それを計算しましたら２１７億円、約壱岐の民間の財産資産というのは２１７億円ぐらいなん

だなということが大体つかめました。正式な数値ではございません。おおよその基準とする価格

であろうかと私は認識をいたしております。 

 そうした中、やはり後継者が島内にいないと、将来在住する見込みがないため、宅地、雑種地、

山林、原野、農地等の不動産を売却を希望される方が多数存在する実情にございます。 

 今回で３回目の私の質問になろうかと思いますが、市内の土地を外国人または外国法人に売却

された物件を市として把握をされておるかどうか、まずこの点をお尋ねをいたします。 

 そして、その実態を把握するためにどのような措置を講じて把握されようとしておるのか、こ

の点についてもお尋ねをいたします。 

 次に、以前も一般質問において対馬市の事例を取り上げ、韓国人、韓国法人、中国の資本によ

る巧妙な土地取引の現状について、若干述べさせていただきました。その折の市長部局の市の見

解は、国の政策にゆだねる旨の答弁をなさっておりました。 

 そこでお尋ねをいたします。その後関係機関に何らかのアクションを起こされたか否かの見解

を求めます。 

 次に、私は有人国境離島新法は経済発展のためには大変貢献をしておる、助かっておるという

ことは歪みません。しかしその反面、いわゆる経済対策と同様に有人国境離島の置かれている立

場をもっと加味して、有人国境離島の土地取引に関する厳格な法がございません。現在あるのは

外国人土地法のみであります。 

 この法律が施行されたのは、制定日から申し上げます。大正１４年３月３１日であります。施

行されたのが４月１日であります。大正といいましたら、日本においては明治憲法、すなわち大
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日本帝国憲法でございました。 

 その一条の条文にはこのように書いておられます。臣民、勅命とかいう用語が出てきます。こ

ういうのは今の、現下の日本国憲法には私は尊重されないと考えております。ですから、当時は

法務省の関係の法律として施行をされております。非常にこのように古い法律のもとに今日まで

きております。私は、早急に是正されるべきであろうというふうに考えております。 

 そして次に、対馬の竹敷地区、いわゆる海上自衛隊対馬防備隊本部の周辺は韓国資本によって

土地を買収されております。また、その買収した比田勝から厳原までの土地、点点点とございま

すね。その土地を中国の共産党政権により土地取得がなされております。いわゆる私はこれを武

器を持たない水面下の戦争であると比喩しております。 

 壱岐市にもこうした韓国の法人、統一協会から買われた土地があるやに思います。ほかにもあ

るやに考えます。行政はこの件に関して把握をされておるのかお尋ねをいたします。 

 市長、私お隣の対馬であり壱岐であり、対岸の火事として捉えることは愚かな妄想であるとい

うふうに考えております。そしてまた、有人国境離島自治体が大同団結して外国人土地法の厳格

化について働きかけていただきたい。 

 申しますならば、防人の地であり要衝の地であります。有人国境離島が果たすべき国土保全の

観点、そして領海、排他的経済水域等々に非常に影響を及ぼします。いわゆる領海の基線になり

ます。市長も過去に離島振興協議会の会長をされ、本有人国境離島新法制定に多大な御尽力をい

ただいたことは私も承知をいたしております。そうしたことで、市長がイニシアチブをとって国

に働きかける用意はないのか。 

 以上、申し述べました件に関して理事者の答弁を求めます。 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋正吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  ７番、音嶋議員の耕作放棄地の現状と、その対策についての質

問にお答えをさせていただきます。 

 なお、部局は違いますが農業委員会の取り組みにつきましても含めて答弁をさせていただきた

いと思います。 

 耕作放棄地の現状とその対策についての見解をということでございますが、農業委員会におい

て毎年全農地について現地調査を行っております。調査内容としましては、１年以上にわたり作

付が行われておらず、今後も農地の維持管理、草刈りとか耕起とか農作物の栽培が行なわれる見

込みがない農地、先ほど言われましたこれは１号遊休といったところになります。 

 それから、農地が森林の状態になっており、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく

困難なもの、または周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用するこ
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とができないと見込まれる農地等、先ほどおっしゃいましたＢ分類荒廃というような言い方をし

てるそうですけども、それをそのような区分をいたしましていわゆる耕作放棄地と捉えられる農

地が平成３０年末で約３６６ヘクタールと、農地全体の約９.２％に当たることころでございま

して、近年耕作放棄地が増加している状況となっております。しかしながら、ここ一、二年は耕

作放棄地についての面積は特に変わってはおりません。 

 現在行っております対策につきましては、平成２６年度から農地の有効利用の継続や農業経営

の効率化を進める担い手への農地利用の集積、集約化を進めるため、都道府県ごとに農地中間管

理機構が設立をされておりまして、高齢等により耕作することが困難な場合には農業規模を拡大

したい農業法人等に、農地中間管理機構を通じての契約を行っております。 

 平成３０年度の契約面積は約１１１ヘクタールとなっており、一方農地流動化事業の契約面積

は約４０ヘクタールとなっておりまして、担い手への農地集積に取り組んでおります。また、平

成３０年度に農地として復元を図るため、国県の耕作放棄地解消事業の活用などによりまして

２７.９ヘクタールの解消が図られております。 

 今後は、耕作放棄地の解消には担い手の育成と受け手に対する積極的な働きかけや、受け手の

ニーズに対応した農地の条件整備、園芸等産地拡大と絡めた施策などの取り組みを推進していき

たいと考えております。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  ７番、音嶋議員の特定有人国境離島地域の社会問題についての第２点目

から４点目までを私のほうから答弁をさせていただきます。 

 まず、土地の課税標準額でございますけれども、御存じのように賦課期日が１月１日でござい

ますからあえて平成３１年度と申し上げたいと思います。平成３１年度の課税標準額につきまし

ては、先ほど音嶋議員御指摘のように１５１億９,６９６万円でございます。 

 地目別に申し上げますと、田１８億６,８０７万円、畑４億８,０６２万円、宅地９０億

４,３４５万円、鉱泉地、温泉の泉源でございますけれども３１５万円、池沼５６０万円、山林

１０億５,０７８万円、牧場４３３万円、原野１億５,１８０万円、ゴルフ場用地５,７１２万円、

雑種地２５億３,２００万円となっておるところでございます。合計は先ほど申しました

１５１億９,６９６万円でございます。 

 次に、市内の土地を外国人、外国法人に売却された物件を把握している事例があるかどうかと

いうことでございますけれども、有人国境離島法におきまして、国は国家安全保障にかかわる重

要な問題との認識のもと、当該地域防衛施設周辺等における土地所有の状況を把握に努めるとさ
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れております。しかしながら、地方自治体では外国人や外国法人の土地、不動産の売買に関し調

査できる根拠法令がないために把握する動きにも至っておりません。 

 そのような現状にあって、実態を把握するためのとるべき措置についてとの御質問でございま

すけれども、外国人の土地、不動産の取得につきましては、先ほど申されました外国人土地法に

よる自由に取り引きができるよう定められております。 

 ただし、同法第４条では国防上必要な地区においては政令によって外国人、外国法人の土地に

関する権利の取得を禁止または条件もしくは制限をつくることができるとされております。政令、

これは御存じのように法律に基づきまして内閣府が制定する法令、これが政令でございます。し

かし、この法令がいまだ制定されたことはございません。 

 ちなみに壱岐における国防上必要な地区とあえて申し上げますならば、私は防衛施設がござい

ます若宮島と思われますけれども、若宮島におきましては全ての土地が国及び市の土地の所有と

なっております。参考までに、隣の名烏島の一部には個人所有の土地がございます。 

 そうした中で、地方自治体として考えられる措置の一つとして条例の制定があろうかと思いま

すけれども、条例制定には、後ほど申し上げますけれども国の法律等上位法に違反しないもので

あることとなっておりまして、上位法との整合性に十分注意が必要でもあります。 

 さらに、個人所有の土地、不動産の売買を制約することは財産権を規制することにもつながる

ということも考えられます。したがいまして、現時点で法律の範囲を超えて条例による規制を行

うことは厳しいと考えております。 

 次に、前回答弁の後の関係機関に何らかのアクションを起こしたのかとの御質問でございます。 

 平成２９年４月の有人国境離島法の制度開始以降、定期的に関係市町で会議を持っておりまし

て、保全に関する事項についても情報共有を行っております。国の動向につきましては、県より

関係省庁へ問い合わせを行い、その結果についても情報共有をいただいております。 

 先ほど音嶋議員おっしゃいましたように、対馬での防衛施設の近くのリゾートホテル、あるい

は最近は五島市三井楽町でも広い面積の土地をネット上で売り出すということも起こっていると

認識をしておるところでございます。 

 ちなみに、防衛省関係で平成２５年以降自衛隊施設等に隣接する土地の調査が実施され、平成

２９年度末で一巡目の調査が終了しておりまして、現在二巡目の調査が行われているとお聞きを

いたしております。 

 また内閣府関係では、有人国境離島について領海基線近傍の土地を対象に情報の収集をされて

あると伺っております。御存じのように、壱岐におきましてはこの領海基線は辰ノ島の北方にあ

ります平瀬が領海基線となっておるわけでございますけれども、その近くには土地はないていう

ことは思っておりますけれども、国のほうではそれを調査されておるということでございます。 
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 また、有人国境離島法の目的といたしましては、有人国境離島地域の保全及び地域社会の維持

に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域の保全に寄与するものとされ

ておりまして、有人国境離島法は、議員御指摘の国土を死守し国益を守るという直接のものでは

ございません。 

 あえて申しますが、保全とは行政機関を設置したり国防上重要な土地を買い取ったり港湾の整

備をしたりするということでございますし、地域社会の維持とは無人化を防ぐためのさまざまな

方策だと認識をしておるところでございます。 

 しかしながら、結果として国益を守ることは申し上げるまでもございません。音嶋議員が言わ

れるように国土を死守し国益を守るということに関しましては、外国人土地法で外国人や外国法

人の土地、不動産の取得について制限がないために、安全保障上十分とは言えないと考えておる

ところでございます。 

 御質問の３点目、武器を持たない戦争いわゆる外国人、外国資本による土地買収については、

対馬市では韓国資本、北海道では中国資本などによって不透明な不動産買収が進んでいることは

非常に重要な問題であると認識しております。 

 先ほど申しました五島の問題でもそうでございます。特に過疎化や人口減少が著しい地方や離

島にこの傾向があることから、当然対岸の火事であるというような考えは全くございません。 

 政府は本年６月に所有者不明土地問題の関係閣僚会議を開き、その中で所有者不明の土地問題

や外国資本が土地を買い占めている問題などを解決するため、土地所有者の所在地を的確に把握

できる仕組みづくりと対策を進めると発表されております。今後、国や県など関係機関でしっか

り情報共有を図り、適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。 

 これまでお答えいたしましたように、外国人土地取得については非常に重要な問題であると認

識いたしております。音嶋議員の島を思う気持ち、国を思う気持ち、同感でございます。 

 ここで申し上げておきたいのは、平成２９年６月６日に内閣委員会で和田正宗委員、参議院で

ございますけれども質問をされております。外国法人の土地に関する権利の取得を禁止または条

件もしくは制限をつけることができるとなっておりますけれども、これまで制限をつける政令が

制定されたことはございません。これなぜ政令を発出しないのかという質問をされております。 

 これに対しまして、法務省大臣官房統括審議官の金子修氏が、外国人土地法は制限の対象とな

る権利、それから制限の対応につきまして政令に包括的白紙的に委任しておりまして、この点で

憲法上の問題が生じる可能性があることから、同法に基づく政令を制定することにより外国人ま

たは外国法人による土地取得を規制することは極めて難しいと内閣委員会で答弁をされておりま

す。 

 このような状況にございまして、私は音嶋議員がおっしゃる国境離島の仲間たちで大同団結し
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てこれらの法律を改正しようということを言うべきだということでございます。 

 しかし、ただいま申し上げましたように国、法務省の統括審議官の答弁でございますから法制

審議官の見解に近いものであると思っておるとこでございまして、大変全く御期待に沿えない答

弁でございますけれども非常に難しいと。先ほどボールを投げられました。投げ返すことはでき

ませんが、しっかりと受けとめておきたいと思ってる次第であります。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  音嶋議員。 

○議員（７番 音嶋 正吾君）  部長並びに市長から切実な答弁がございました。私は、この問題

は一朝一夕にできない問題であるということは冒頭申し上げております。そして、今現在外国人

の取引に関するいわゆる法律というのは外国人土地法以外にはございません。 

 先ほど申し述べましたが、大正１４年にできたものであります。勅命というものは誰が発した

んですかその当時。申し上げません。その当時の国家元首とは誰なんですか。これ非常に議論が

分かれております。ですから、新しい法律にここは変える必要があろう。現在は日本国憲法の中

で生きております。そのことを非常に申し上げたい。 

 そして私は、外国人の土地取引に関する蔵書を５冊ぐらい読みあさりました。その中で、外国

人の土地取得に規制はない、こういうふうなタイトルで書いておられます。 

 一例を申し上げます。東日本大震災のときに、新潟県の市の体育館に中国人の皆さんが全部

１つの施設に入られていたそうであります。そこの、名前は申し上げません、市議会議員さんが

取材に行ったらシャットアウトされたと。なぜかといったら治外法権と言われたそうであります。

壱岐市の体育館の中にそうした在留邦人、いわゆる外国人が入っとった場合に入ったら治外法権

というそうですよ。ちょっと信じられませんね。こういうことが起こり得るということを市民の

皆さんにも知ってほしいんです。 

 そして、なぜ土地の売買がわからないかと言いましたですね、日本は土地取引のいわゆる登記

を義務づけておりません。表題部に関して、表題部というのはいわゆる面積、そこの字、地番、

住所、形状とか地目とかそういうのは届け出る必要があります。 

しかし、権利部というのもございます。その人が誰なのか、そして抵当権が設定されておるか、

そういうのは登記する必要はございません。今民法の中で１７７条に不動産登記に関する土地取

引の要綱のみであります。 

 ですから、外国人が買ったって皆さんたち行政もわかるわけがないんですよ、わかるでしょう。

登記する義務がないんです。ですから、私はこうした重大な案件に関して一市町村、一自治体が

声を上げねばならないような法体系にすること自体本当にいかがなものかと、苦言を呈したい。

これは音嶋正吾は苦言を呈したい。なぜかと言いましたら、市長もこんこんと申し述べられまし
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た。領土保全、そして海洋の排他的経済区域を主張できる基線であるわけですね。 

 そしてまたこの今東北アジア、いわゆる八重山諸島、それから行きまして五島列島、そして沖

ノ島、そして佐渡、そして利尻島、そして礼文島、これは中国大陸との最前線であります。こう

した土地が仮に買われた場合はどうなりますか。ぽつんぽつんぽつんと点で買われたとしますね。

それはずっと最終的に線になります。それが、線が無数にふえれば面になります。こうしたら大

変なことになるなと。 

 今の経済環境の中で、もう土地は売りたいと正直言われる方多いです。荒らすよりも売ったが

いいと。非常に苦渋の選択であろうと皆さん方言われます。そうでしょう、子供さんは島外に出

てＵターンしないと。そしたらまた向こうに居住を構えるその子供さんが。 

 私はそういう皆さん方と数名おつき合いをしておりますが、本当にかわいそうです。この前申

し上げましたが、独居老人の方が１,９７２名ほどいらっしゃいますね６５歳以上の、壱岐市に

は。これは昨年の１１月現在の統計でありますんで、その後変わったかもしれません。 

 しかし、この人口減少に伴い限界集落化が忍び寄っております。それを阻止するのが我々の使

命であります。対馬市の市長を初め県会議員さん、うちの出身の山本県議もお座りでした。昨日

県庁に陳情に行っておられました。 

 どういう陳情かと申しますと、日韓関係の冷え込みで６月までは月に３万人、そこまでは順調

よく昨年度より１８万人ふえていた。それが７、８月なったら８割減になったと。ですから、や

はり対馬市の置かれた立場はわからないんじゃないんですね。 

 正直対馬市は、福岡市とどれくらい離れとるかなと思いましたら、１１３キロあるんですね厳

原から博多まで。比田勝から博多までは１４７キロ、そしたら壱岐と博多これは７６キロですか。

ですからこういう比田勝と釜山は４９.５キロです。ですから、経済的にもインバウンドに頼る

ほかない。そしたら、やはり隣国である韓国の皆さんが対馬を訪れる、そして今非常に厳しい経

済環境に置かれておられます。 

 ですから、私は何が言いたいかといいましたら、今のうちに法整備をしなさいと、冷却期間に。

知事はこのように述べられておりました。壱岐にも当てはまることであろうと思います。一国だ

けに頼る経済対策を是正すべきであると、そう言われますけども、私もそれは十分認識をします。 

 しかし対馬の置かれてる状態、そして壱岐も同じなんですよ、陸続きならともかくそうしたこ

とをやはり実直に有人国境離島の首長さんたちが一致団結して国に働きかけ、きちっとした法制

化と土地取引の法制化をつくっていただけないだろうかと、私はリーダーシップをとって有人国

境離島新法を制定された尽力者であるその人は誰なんですか。今現在うちの市長ではございませ

んか。 

 私はそうしたことをやはり将来、これがＳＤＧｓなんですよ、違いますか。将来に向けての開
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発目標じゃないですか。壱岐が一番でしょう。ＩＴ企業を誘致することも大変でしょう。しかし

今、何を言いたいかと、壱岐らしさの醸成こそが私は将来への開発目標であると位置づけており

ます。 

 何か変な政策論争みたいになっておりますが、私はそう思いますよ。それが本当の壱岐のいや

しの島づくりじゃないかと。町田議員が言われてましたよ、インバウンド、Ｉターンの住宅をあ

れしてもここにいる人間が主じゃないかと、私もそう思います。意見食い違うことありますが、

私もこの件では一致します。ここに住む人を大事にして、近きもの喜べば遠きから来たらんとい

う言葉があります。ぜひそういうふうにしていただきたい。 

 土地のいろいろるる言われましたけど、土地をびた一文所有を認めてない国申し上げます。一

番爆買いをしておるとこです。中国。いいですか、日本の土地の全部、麻布にある中国大使館か

ら８カ所の領事館全部日本の土地を買ってるんですよ。ベトナム、タイ、インドネシア、フィリ

ピン、イスラエル、インド、ナイジェリア等が全く土地を外国人に持たせない、そして規制をか

ける。規制をかけていわゆる許可、審査をした後許可するとこがインド、いいですか、次にまた

韓国ですよ、日本の土地を買う韓国、シンガポール、マレーシア、バングラディッシュ、パキス

タン、サウジアラビア、トルコ、ケニア、こういう国がございます。日本は入ってません。 

 アメリカの大使館は、こういう同盟国でありながら賃貸なんですよ賃貸。日本の大使館が。中

国の大使館、これは前も申し上げました。一応皆さんに知ってほしいんですこの現実を、どうな

のかということ。だから回答を述べないと、要らないと言ってるんです。 

 中国は３,３３０平米、東京港区の元麻布ここに所有しております。大阪総領事館、これ大阪

ですね３６４坪所有です。そして福岡総領事館１５１坪、これも所有です。全部です。所有じゃ

ないのが名古屋の総領事館ですね、そして今問題にされておる新潟の総領事館を建てかえるとい

って莫大な土地を買おうとしております。政権でどうなるかわかりませんけど、非常に憂慮され

る。 

 こういうふうに武器を持たない戦争が忍び寄っておるということを、市民の皆さんにも知って

ほしいと思うんです。私個人で申し上げます。郷ノ浦の町が仮にそういう事態になったらどうな

るんですか。今の法律では規制できません。 

 そこら辺を今後、回答は要りませんね市長。昨日熟慮されると市山議員の質問で答えられまし

たが、私はこういうことのためにＳＤＧｓの推進のためも含めて熟慮していただきたいなと思い

ます。 

 ですから、壱岐市民の皆さんに申し上げたいのは、売れば簡単ではあろうと思いますがどうか

外国人にだけは土地を売ってほしくない。土地売買は自由であります。政府はＧＡＴに抵触する

と申します。そしたらどうするんですか、こういう力がない離島の人間は誰が守るんですか。私
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はそういうことを強く訴え、白川市長のリーダーシップを期待して今回の一般質問を終わりたい

と思いますがもし、一人しゃべりましたんで市長から何か最後に答弁がございましたらよろしく

お願いをいたし、一般質問を終わります。 

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  以上をもって、音嶋正吾議員の一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 ９月１７日は各常任委員会、９月１８日は予算特別委員会、９月１９日、２０日は決算特別委

員会を、いずれも午前１０時から開催いたします。 

 次の本会議は９月２５日水曜日、午前１０時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後０時24分散会 

────────────────────────────── 


